
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

トリマーコンデンサにおいて、
　前記ステータ電極の外周部に、前記ステータ基板に埋設され、且つ

に延出するアンカー部を設けたことを特徴とするト
リマーコンデンサ。
【請求項２】
　前記ステータ基板の側面部分に窪み部を形成するとともに、この窪み部にアンカー部を
露出させたことを特徴とする請求項１記載のトリマーコンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はトリマーコンデンサに関するものであり、特にステータ電極の位置を安定させる
ことができるトリマーコンデンサに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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一般に、オープン型トリマーコンデンサは、図７、図８に示すように、ステータ基板６１
、誘電体ロータ６２、調整ピン６３、ロータ金具６４とから構成されていた。
【０００３】
ステータ基板６１は、その表面に馬蹄形状のステータ電極６１ａが埋設されており、ステ
ータ基板６１の長手方向の一方端面にはステータ電極６１ａと連結するステータ端子６１
ｂが夫々形成され、また、ステータ基板６１の略中央部分には調整ピン６３のピン部６３
ｂが貫通する貫通穴６１ｃが形成されている。
【０００４】
誘電体ロータ６２は、誘電体磁器からなり、内部に半円形状のロータ電極６２ａが形成さ
れ、さらにステータ基板６１同様に調整ピン６３のピン部６３ｂが貫通する貫通穴６２ｂ
が形成されている。尚、ロータ６２の貫通穴６２ｂの内壁にはロータ電極６２ａと接続す
る導体膜６２ｃが形成されている。
【０００５】
調整ピン６３は、金属部材などからなり、調整溝６３ｃが形成された円板状のヘッド部６
３ａと、該ヘッド部６３ａの底面から垂下するピン部６３ｂとから成っている。
【０００６】
ロータ金具６４は、バネ部６４ａとロータ端子６４ｂとから成る。バネ部６４ａは、その
略中央部分に貫通穴６４ｃを有し、ステータ基板６１の裏面に配置され、ロー端子６４ｂ
はステータ基板６１の他方端面に配置される。
【０００７】
そして、上述の各部品の組立においては、ステータ基板６１の表面側に、誘電体ロータ６
２、ステータ基板６１の裏面側にロータ金具６４を夫々配置して、調整ピン６３のピン部
６３ｂを、誘電体ロータ６２の貫通穴６２ｂ、ステータ基板６１の貫通穴６１ｃ、ロータ
金具６４のバネ部６４ａの貫通穴６４ｃを挿通し、バネ部６４ａの貫通穴６４ｃから露出
したピン部６３ｂの先端を加締め処理していた。
【０００８】
尚、調整ピン６３と誘電体ロータ６２とは、少なくとも貫通穴６２ｂ内に半田や導電性樹
脂などの導電性接着材が充填・接合されており、これにより、調整ピン６３と誘電体ロー
タ６２とが共動し、且つ誘電体ロータ６３の導体膜６２ｃと調整ピン６３とが導通される
ようになっている。
【０００９】
これにより、ステータ電極６１ａとロータ電極６２ａとの対向面積、及びその間に存在す
る誘電体ロータ６２の誘電体磁器の誘電率によって、所定容量が発生し、これが、ステー
タ端子６１ｂと、ロータ端子６４ｂ（ロータ電極６２ａ－導体膜６２ｃ－導電性接着材－
調整ピン６３－ロータ金具６４が互いに導通している）との間で所定容量が導出されるこ
とになる。
【００１０】
上述トリマーコンデンサにおいて、ステータ電極６１ａ及びステータ端子６１ｂとから成
るステータ金具は、樹脂の射出成型によって形成されるステータ基板に埋設一体化され、
ステータ電極６１ａがステータ基板６１の表面に露出し、ステータ端子６２ｂがステータ
基板６１の長手方向の一方端面に露出する。
【００１１】
ここで、重要なことは、ステータ電極６１ａの表面がステータ基板６１と同一平面とする
ことで必要がある。即ち、ステータ電極６１ａの上面には、誘電体ロータ６１が密着する
ように配置されるが、ステータ電極６１ａの表面がステータ基板６１の表面が異なってし
てまうと、誘電体ロータ６２の回動が安定せず、また、ステータ電極６１ａとロータ電極
６１ａとの間隔が変動したり、ステータ電極６１ａと誘電体ロータ６２との間で空気の層
が発生したりして、安定した特性が導出できなくなる。
【００１２】
ステータ電極６１ａの位置ずれが起こる原因は、所定金型の中空部にステータ金具を所定
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位置が配置し、この中空部に樹脂を充填してステータ基板６１を形成するが、この時、ス
テータ金具のステータ端子６１ｂ側が金型で固定されるものの、ステータ電極６１ａ側が
自由端状態となるため発生する。
【００１３】
このようなステータ電極６１ａの位置ずれを防止するために、ステータ電極６１ａの外周
部にアンカー部６１ｄを設けていた（特開平６－２０８７２号）。
【００１４】
このアンカー部６１ｄは、ステータ基板６１において、ステータ電極６１ａの外周部から
ステータ基板６１内部に埋設され、ステータ基板６１の裏面側に延出されていた。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、アンカー部６１ｄが露出するステータ基板６１の裏面側は、ロータ金具６
４が配置され、さらに、プリント配線基板上に実装した場合、はんたなどが付着する部位
であるため、
▲１▼アンカー部６１ｄの露出部分とロータ金具６４とが接触してしまう
▲２▼仮にアンカー部６１ｄの露出部分とロータ金具６４との間が非接触状態であっても
、プリント配線基板への実装時に、半田架橋が発生してしまう
などの問題があった。
【００１６】
即ち、アンカー部６１ｄ（ステータ電極６１ａ側）とロータ金具６４（ロータ電極６２ａ
側）とが電気的に短絡してしまい、その間で得られた所定容量成分が無視されてしまい、
トリマーコンデンサとして全く機能しなくなる。
【００１７】
本発明は上述の問題点に鑑み案出されてたものであり、その目的は、ステータ電極をステ
ータ基板の表面に安定的に配置することができるとともに、ステータ端子とロータ端子と
の短絡が一切発生しないトリマーコンデンサを提供するものである。
【００１８】
【問題点を解決するための手段】
　本発明は、

前記ステータ電極の外周部に、前
記ステータ基板に埋設され、且つ

に延出するアンカー部を設けたトリマーコンデンサである。
【００１９】
さらに好ましくは、前記ステータ基板の側面部分に窪み部を形成するとともに、この窪み
部内にアンカー部を露出させたものである。
【００２０】
【作用】
本発明によれば、ステータ基板を形成する金型の中空部において、ステータ金具、特にス
テータ電極側を位置決めするためのアンカー部の先端が、金型の中空部内の側面に接触し
た状態となる。
【００２１】
したがって、金型内に樹脂の充填しても、アンカー部の先端と金型の側面との接触により
、ステータ電極の沈下を防止することができ、ステータ電極を所定位置で安定的に位置決
めすることができる。
【００２２】
これにより、ステータ電極の表面がステータ基板の表面と同一平面とすることができ、容
量特性の変動を起こしたりや誘電体ロータの回動に悪影響を与えたりすることが一切ない
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。
【００２３】
また、アンカー部はステータ基板の側面側から露出することになるため、十才のように基
板の裏面に配置されるロータ金具やプリント配線基板への半田接合を行っても、ステータ
端子とロータ端子との短絡を一切起させない。
【００２４】
また、ステータ基板の側面に窪み部を形成するとともに、この窪み部内でアンカー部の先
端が露出するようにすれば、実質的にステータ基板の側面からアンカー部が突出しないた
め、例えばトリマーコンデンサを作業工程時の搬送時、プリント配線基板の実装時などの
チャッキングなどを安定して行うことができる。
【００２５】
【実施例】
以下、本発明のトリマーコンデンサを図面に基いて詳説する。図１は本発明のトリマーコ
ンデンサの縦断面図であり、図２は図１中のＡ－Ａ線横断面図である。
【００２６】
トリマーコンデンサは、ステータ基板１と、誘電体ロータ２と、調整ピン３と、ロータ金
具４とから主に構成されている。
【００２７】
ステータ基板１は、樹脂製の概ね直方体であり、ステータ基板１の略中央部分には調整ピ
ン３のピン部３２が貫挿する貫通穴１１が形成されている。また、ステータ基板１にはス
ーテタ電極１２とステータ端子１３とからなるステータ金具が埋設されている。ステータ
金具の一端であるステータ端子１３は、ステータ基板１の一端面の底面付近から延出して
おり、ステータ金具の他端であるステータ電極１２は概略馬蹄形状を成して、ステータ基
板１の表面に露出している。
【００２８】
このように複雑な形状で、且つステータ金具が埋設されたステータ基板１は、樹脂の射出
成型によって形成される。
【００２９】
誘電体ロータ２は、所定誘電体材料の円板状を成し、その中央部部分には調整ピン３のピ
ン部３２が貫挿する貫通穴２１が形成されている。また、誘電体ロータ２の内部には半円
形状のロータ電極２２が形成されている。このロータ電極２２の一部は、貫通穴２１に現
れており、貫通穴２１の内壁にはロータ電極２２と接続するロータ引出導体膜２３が形成
されている。このような誘電体ロータ２は、誘電体グリーンシートと、ロータ電極２２と
なる所定金属導体膜のパターンが印刷された誘電体グリーンシートとを積層して、その積
層体に貫通穴２１となる穴を形成し、ロータ引出導体膜２３となる導体膜を印刷し、焼成
処理して形成される。
【００３０】
調整ピン３は、金属部材からなり、表面に調整溝３１ａが形成されたヘッド部３１と、該
ヘッド部から垂下するピン部３２とから構成されている。このピン部３２は、誘電体ロー
タ２の貫通穴２１、ステータ基板１の貫通穴１１、さらに後述のロータ金具のバネ部４２
の貫通穴４３に挿通され、その先端部が加締め処理される。
【００３１】
ロータ金具４は、弾性を有する金属部材からなり、その一端にロータ端子４１が、他端に
バネ部４２が形成されている。ロータ端子４１は、ステータ端子１３が形成された端面と
対向する端面に延出されている。バネ部４２は、例えば円形状となっており、その中央部
分には、調整ピン３のピン部３２が挿通される貫通穴４３が形成されている。
【００３２】
このような構成から成るトリマーコンデンサは、ステータ基板１の表面に、誘電体ロータ
２、裏面にロータ金具４を夫々配置して、続いて、調整ピン３のピン部３２を誘電体ロー
タ２の貫通穴２１、ステータ基板１の貫通穴１１、ロータ金具４のバネ部４２の貫通穴４
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３を挿通させて、該貫通穴４３から突出した先端部を加締め処理を行う。
【００３３】
尚、調整ピン３と誘電体ロータ２とは、半田や導電性樹脂などの導電性接着材を介して接
着固定する。これにより、ステータ基板１上に、誘電体ロータ２、調整ピン３とが、調整
ピン３の回動操作に互いに連動するとともに、ロータ電極２２と調整ピン３とが電気的に
導通することになる。
【００３４】
このようにトリマーコンデンサは、調整ピン３の調整溝３１ａにドライバーなどを挿入し
て所定量回動することにより、ステータ端子１３とロータ端子４１との間で所定容量が得
られる。即ち、誘電体ロータ２の回動により、ステータ電極１２と誘電体ロータ２の内部
のロータ電極２２の対向面積が変動し、この対向面積及びその間に存在する誘電体磁器の
誘電率に対応する容量がステータ端子１３とロータ端子４１（ロータ電極２２－導電膜２
３－調整ピン３ーロータ金具４に夫々導通している）との間から導出する。
【００３５】
本発明の特徴的なことは、ステータ電極１２の外周部には、ステータ基板１内に埋設され
、且つその先端がステータ基板１の側面から露出するアンカー部１４、１４が設けられて
いることである。
【００３６】
この種のステータ基板１は、図３、図４に示すように、上下に２つに分割され、内部にス
テータ基板の形状に対応した中空部が形成された金型１５（１５ａ、１５ｂ）を用い、こ
の金型１５の中空部内にステータ金具を固定した状態で樹脂の射出成型によって形成され
る。金型１５には、ステータ金具の一方端面から延出するステータ端子１３が形成される
ように、下側金型１５ａには切り欠き部１６ａが形成させており、また上側金型１５ｂに
は、この切り欠き部１６ａにステータ金具を介して嵌合される突出部１６ｂが形成されて
いる。
【００３７】
また、ステータ基板１の側面の厚み方向の中央部に相当する、上下側金型１５ａ、１５ｂ
との接合部分には、アンカー部１４、１４の先端と当接する楔状凹部１７ａ、１７ａが形
成されている。尚、この楔状凹部１７ａは、上下両金型１５ａ、１５ｂに形成してもよい
し、何れか一方の金型、例えば下側金型１５ａにのみ形成しても構わない。
【００３８】
このように金型１５を用いることによって、図４に示すように金型１５の中空部内でステ
ータ金具を非常に安定的に位置決めすることができる。例えば、ステータ金具の一端側で
あるステータ端子１３側は、切り欠き部１６ａと突出部１６ｂとに挟持・固定され、また
、ステータ金具の他端側であるステータ電極１２側は、楔状凹部１７ａに先端が嵌合され
たアンカー部１４、１４によって固定される。
【００３９】
これにより、上述の金型１５を用いて樹脂の射出成型によって形成されたステータ基板１
においては、ステータ電極１２の表面がステータ基板１の表面と同一平面とすることがで
き、誘電体ロータ２とステータ電極１２との接触状態が安定し、所定特性を安定して導出
することができる。
【００４０】
また、アンカー部１４、１４の先端部分が、従来のようにステータ基板６１の裏面に露出
することがないため、ステータ基板１の裏面にロータ金具４を配置しても、このロータ金
具４との接触が一切起こらず、またプリント配線基板に半田接合しても、アンカー部１４
、１４とロータ金具との半田架橋も一切起こることがなく、ロータ金具の形状やその取付
などが制約されることがない。
【００４１】
図５は、本発明の別のトリマーコンデンサの外観斜視図である。
【００４２】
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この実施例では、ステータ基板１の側面に、基板の厚み方向に延びる窪み部１８を形成し
て、この窪み部１８内にアンカー部１４、１４の先端が配置されている。
【００４３】
このような構造を達成するための金型として、図６に示すように、ステータ基板の側面部
分に相当する中空部側面に、凸条１９を形成して、この凸条１９の接合面にアンカー部１
４、１４を嵌合する楔状凹部１７ｂを形成する。
【００４４】
これにより、アンカー部１４の先端は、ステータ基板１の側面から凹んだ窪み部１８に存
在することになり、その先端がステータ基板１の側面から実質的に突出することがない構
造となる。
【００４５】
従って、このようなトリマーコンデンサを、各製造工程中において、また、プリント配線
基板上に実装するにあたり、ステータ基板１の側面を用いてチャッキングを行っても、ア
ンカー部１４、１４の先端がチャッキングの障害になることが一切なく、取り扱いに優れ
たトリマーコンデンサとなる。
【００４６】
尚、図５の窪み部１８は、ステータ基板１の側面厚み方向に形成されているが、樹脂の射
出成型用金型の形状を変化させることによって、ステータ基板の厚みの半分の長さを有す
る窪み部とすることもでき、また、ステータ基板の側面に局部的に形成することもできる
。
【００４７】
【発明の効果】
以上、本発明のトリマーコンデンサは、ステータ電極の外周からステータ基板の側面に露
出するアンカー部をステータ基板に埋設したため、ステータ基板の製造中に、特に樹脂の
射出成型用金型の中空部内でステータ電極が位置ずれすることがないので、ステータ電極
をステータ基板の表面に安定的に形成することができる。
【００４８】
また、このアンカー部がステータ基板の側面に露出するため、ステータ基板の裏面側にお
いては何等影響を与えない。即ち、従来のようにロータ金具とアンカー部との接触、プリ
ント配線基板への実装時の半田の架橋による短絡などが一切なく、特性不良を発生しない
優れたトリマーコンデンサとなる。
【００４９】
さらに、ステータ基板の側面に窪み部を形成し、この窪み部内にアンカー部を露出させる
ことによって、ステータ基板の側面を用いて搬送、実装などのチャッキングが非常に信頼
性高く行えることになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のトリマーコンデンサの縦断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線の横断面図である。
【図３】本発明のトリマーコンデンサのステータ基板を形成する際に用いる金型の分解斜
視である。
【図４】図３の金型において、ステータ金具を配置した状態の断面図である。
【図５】本発明の別のトリマーコンデンサの外観斜視図である。
【図６】図５に示すトリマーコンデンサのステータ基板を形成する際に用いる金型の分解
斜視である。
【図７】従来のトリマーコンデンサの縦断面図である。
【図８】図７のＢ－Ｂ線のの横断面図である。
【符号の説明】
１・・・・・ステータ基板
１１・・・・貫通穴
１２・・・・ステータ電極
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１３・・・・ステータ端子
１４・・・・アンカー部
２・・・・・・誘電体ロータ
２１・・・・貫通穴
２２・・・・ロータ電極
３・・・・・調整ピン
３１・・・・・ヘッド部
３２・・・・・ピン部
４・・・・・ロータ金具
４１・・・・・ロータ端子
４２・・・・・　バネ部

10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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